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一般社団法人 投 資 信 託 協 会 

会 長 殿 

 

 ピムコジャパンリミテッド 

 日本における代表者 ベンジャミン・ファーガソン 

 

正会員の財務状況等に関する届出書 
 

当社の財務状況等に係る会計監査が終了いたしましたので、貴協会の定款の施行に関する規則

第 10条第１項第 17号イの規定に基づき、下記のとおり報告いたします。 

 

１．委託会社等の概況 

（１）資本金の額 

2024年 9月末日現在 資本金 13,411,674.44 米ドル（約 19.1億円） 

発行株式総数 13,000,000 株 

発行済株式総数 13,000,000 株 

直近５年間における主な資本金の額の増減： 該当事項なし 

 

（２）委託会社の機構 

⚫ 会社の意思決定機構 

業務執行の基本方針を決定する機関として、取締役会を設置しており、６名以内の取締役で

構成されています。その決議は、その出席取締役の過半数をもって行います。取締役会の監

督の下、日本における代表者を置き、日本において業務を統括し代表者として当社を代表す

る任にあたっています。 

⚫ 組織図 

 



⚫ 組織各部の業務内容 

部 担当業務 

アカウント・ 

マネージメント本部 

 

① 金融商品取引業に係る商品の企画・立案・実施及び投資助言の提供 

② 投資信託の販売会社との渉外・連絡 

③ 投資信託の募集・販売の推進 

④ 投資信託に係る有価証券届出書、目論見書、運用報告書等の作成・

管理 

⑤ 第二項有価証券（金融商品取引法第 2 条第 3 項に定義されるものを

いう。）の勧誘 

⑥ 年金基金、適格機関投資家等への営業 

⑦ 運用報告書の作成・提出 

⑧ 関係会社や顧客等への投資運用に関する情報の提供 

⑨ 関係会社の資産運用業務に関し、商品企画等についてコンサルティ

ングを行う業務 

⑩ 関係会社の資産運用業務に関し、翻訳、書類作成、配布、質問等の

取次ぎ、報告、説明等を関係会社に代わって行う業務 

⑪ 顧客からの問い合わせ及び苦情への対応 

マーケティング部 

① マーケティング戦略に関する企画立案・推進 

② ブランディング、広告宣伝に関する業務 

③ 営業促進に関する業務 

④ 広報に関する業務 

運 用 部 

① 投資運用業に係る信託財産の運用の立案・実施 

② 運用手法・運用モデルの研究・開発 

③ 投資運用のための調査 

④ 投資助言の提供 

⑤ 有価証券等に関連する情報の提供 

⑥ リスク管理業務   

業務管理部 

① 官庁・協会等への報告 

② 受託銀行との渉外・連絡 

③ 投資信託の受益権の管理 

④ 投資信託の設定・解約・償還に係る業務 

⑤ 信託財産の計理、帳簿書類の作成・管理 

⑥ 売買発注管理業務 (投資信託に関する発注業務、余資運用及び外国為

替に関する指図業務を含む) 

⑦ 関係会社や顧客等への投資運用に関する情報の提供 

⑧ 関係会社の資産運用業務に関し、翻訳、書類作成、配布、質問等の

取次ぎ、報告、説明等を関係会社に代わって行う業務 

⑨ 関係会社からの委託されたオペレーション業務   

法務・ 

コンプライアンス部 

① 法令等遵守体制の監督・指導 

② 官庁・協会等との渉外・連絡及び申請・届出・報告 

③ 営業用資料等のレビュー 

④ 金融商品取引業に係る契約の締結 

⑤ トレード・コンプライアンス及びポートフォリオ・コンプライアン

スに係る業務 

⑥ 契約書及び法務関連書類の作成、交渉及び審査 

⑦ 内部監査に関する業務   

⑧ 関係会社からの委託された法務・コンプライアンス業務及び助言の

提供 



総 務 部 

① 経理に関する業務 

② 総務に関する業務 

③ 人事に関する業務 

④ 情報システムに関する業務   

 

 



⚫ 運用の意思決定機構 

当社の運用体制における内部管理および意思決定を監督する組織等は以下のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当社は、PIMCO（パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシ

ー）との間で、以下の連携のもと、運用を行っております。 

① PIMCOの長期・短期経済予測会議 

当社を含む PIMCOグループの投資プロフェッショナルが参加し、経済動向を分析。年次

で長期経済予測会議、四半期毎に短期経済予測会議を開催し、幅広い視点での経済予測

を行います。 

② トップダウン戦略とボトムアップ戦略の融合 

シニア・ポートフォリオ・マネージャーで構成される PIMCOインベストメント・コミッ

ティーが開催され、①で形成されたトップダウンの展望と、各セクター・スペシャリス

トからのボトムアップの情報の両方を活用しつつ、デュレーション及びイールドカーブ

戦略、各セクターへの投資配分、通貨戦略の方向性等を決定します。 

③ モデル・ポートフォリオの策定 

代表的な各運用戦略のモデル・ポートフォリオについて、当該戦略の運用チームがモデ

ル・ポートフォリオを作成し、PIMCO インベストメント・コミッティーより承認を受け

ます。 

当社の日本債券運用チームでは、日本債券運用のモデル・ポートフォリオを作成し、PIMCO

インベストメント・コミッティーより承認を受けます。 

④ 各ポートフォリオの構築 

モデル・ポートフォリオと、各ポートフォリオのガイドラインに沿い、最適なポートフ

ォリオを構築します。 

⑤ リスク管理 

全ての取引およびポートフォリオについて、ポートフォリオ・マネジメント、アカウン

ト・マネジメント、コンプライアンス／リーガルの独立した３部門が互いに牽制しあう

形でモニターする体制を採っています。 

 

取締役会・日本における代表者 

 

運用部 

運用計画の策定・実行 

 

法務・コンプライアンス部 

運用ガイドライン・法令順守状況の 

チェック 

 

リスク管理委員会 

運用パフォーマンスに関する評価 



２．事業の内容及び営業の概況 

 「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資

信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資

運用業）を行っています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務等を行っています。 

 2024年 9月末日現在、委託会社の運用する証券投資信託は次の通りです。（ただし、親投資信

託を除きます。） 

種類 本数 純資産総額（百万円） 

追加型株式投資信託 50 7,422,919 

単位型株式投資信託 2 91,549 

単位型公社債投資信託 -  -  

合計 52 7,514,469 

 



３．委託会社等の経理状況 

(1) 年次財務諸表

1．委託会社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和 38 年大蔵省

令第 59号、以下「財務諸表等規則」という）第２条に基づき、同規則及び「金融商品取引業等に

関する内閣府令」（平成 19年８月６日内閣府令 第 52号）により作成しております。

また、財務諸表に記載している金額については、千円未満の端数を切り捨てにより表示しておりま

す。

2．委託会社は、金融商品取引法第 193条の２第１項の規定に基づき、事業年度(2023年１月１日から

2023 年 12 月 31 日まで)の財務諸表について、PwC Japan 有限責任監査法人により監査を受けており
ます。 

(2) 中間財務諸表

1．委託会社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和 52

年大蔵省令第 38号、以下「中間財務諸表等規則」という）第 38条及び第 57条の規定に基づき、 

同規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成 19 年８月６日内閣府令 第 52 号）によ

り作成しております。

また、中間財務諸表に記載している金額については、千円未満の端数を切り捨てにより表示して

おります。

2．委託会社は、金融商品取引法第 193条の 2第１項の規定に基づき、第 28期事業年度の中間会計期 

 間（2024 年１月１日から 2024 年６月 30 日まで）の中間財務諸表について、PwC  Japan 有限責任
     監査法人より中間監査を受けております。 



(1)　 【貸借対照表】

（単位：千円）

前事業年度 当事業年度

2022年12月31日 2023年12月31日

資産の部
　流動資産

現金・預金 4,264,038  3,816,220
前払費用 89,640  97,680
未収委託者報酬 108,310  155,706
未収運用受託報酬 4,507,580  6,072,984
未収投資助言報酬 1,700  115
未収収益 ※2 1,022,333 ※2  747,730
その他流動資産 41,118  3,208
流動資産計 10,034,724  10,893,648

　固定資産

有形固定資産
　　建物 ※1 137,549 ※1  142,582
　　器具備品 ※1 143,812 ※1  109,914
有形固定資産計 281,361  252,496
無形固定資産
　　電話加入権 688  688
　　ソフトウェア 833  8,554
無形固定資産計 1,521  9,243
投資その他の資産

　　敷金保証金 235,300  393,010
　　預託金 1,600  1,600
　　繰延税金資産 477,041  533,561
投資その他の資産計 713,941  928,171
固定資産計 996,824  1,189,912

11,031,549  12,083,560
負債の部

　流動負債

預り金 452,468  547,544
未払金 141,460  119,117
未払手数料 ※2 187,936 ※2  336,576
未払費用 ※2 345,280 ※2  452,779
未払法人税等 1,426,523  1,181,789
未払消費税等 187,870  343,610
賞与引当金 200,730  171,974
その他流動負債 128,400  128,400
流動負債計 3,070,670  3,281,792

　固定負債

退職給付引当金 732,855  798,492
役員退職慰労引当金 234,736  321,799
固定負債計 967,591  1,120,291

4,038,262  4,402,084
純資産の部

　株主資本

資本金 1,596,975  1,596,975
利益剰余金   
　その他利益剰余金   
　　繰越利益剰余金 5,396,310  6,084,499
利益剰余金計 5,396,310  6,084,499
株主資本計 6,993,286  7,681,475

純資産合計 6,993,286  7,681,475
11,031,549  12,083,560

資産合計

負債合計

負債・純資産合計



(2)　【損益計算書】

（単位：千円）

前事業年度 当事業年度

自  2022年1月1日 自  2023年1月1日

至　2022年12月31日 至　2023年12月31日

営業収益

委託者報酬 1,158,494  1,160,108
運用受託報酬 14,842,823  15,834,258
投資助言報酬 37,755  4,583
その他営業収益 ※1 3,587,988 ※1  3,884,661
営業収益計 19,627,061  20,883,611

営業費用

支払手数料 ※1 4,207,902 ※1  5,215,364
管理費 ※1 2,680,970 ※1  2,967,862
広告宣伝費 210,116  252,259
調査費 108,289  117,463
営業雑経費

　　通信費 19,900  19,710
　　協会費 26,222  25,305
　　諸会費 2,538  1,130
営業費用計 7,255,940  8,599,094

一般管理費

給料

　　役員報酬 538,163  934,201
　　給料・手当 1,371,054  1,322,946
　　賞与 1,577,116  1,142,133
　　賞与引当金繰入額 39,668  91,723
　　その他給料 83,477  72,540
法定福利費 203,620  200,067
福利厚生費 31,983  25,708
交際費 21,768  19,858
旅費交通費 53,979  61,448
租税公課 153,386  144,961
不動産賃借料 194,473  277,209
退職給付費用 170,078  193,765
退職金 70,957  19,951
役員退職慰労引当金繰入 101,932  78,650
固定資産減価償却費 77,299  130,286
消耗品費 9,144  12,962
支払報酬 99,128  52,826
採用費 38,798  14,122
諸経費 221,657  198,166
一般管理費計 5,057,687  4,993,531

7,313,433  7,290,984
営業外収益

受取利息 9,818  21,728
為替差益 234,055  58,891
雑収入 128  1,725
営業外収益計 244,001 82,344

7,557,435  7,373,330
税引前当期純利益 7,557,435  7,373,330
法人税、住民税及び事業税 2,641,709  2,436,211
法人税等調整額 △ 9,793 △ 56,520

4,925,519  4,993,639

営業利益

経常利益

当期純利益



(3)【株主資本等変動計算書】

前事業年度（自2022年1月1日　至2022年12月31日）
(単位:千円)

利益剰余金

当期首残高 1,596,975 5,582,540 7,179,516 7,179,516

当期変動額

剰余金の配当 △ 5,111,750 △ 5,111,750 △ 5,111,750

当期純利益 4,925,519 4,925,519 4,925,519

当期変動額合計 △ 186,230 △ 186,230 △ 186,230

当期末残高 1,596,975 5,396,310 6,993,286 6,993,286

当事業年度（自2023年1月1日　至2023年12月31日）
(単位:千円)

利益剰余金

当期首残高 1,596,975 5,396,310 6,993,286 6,993,286

当期変動額

剰余金の配当 △ 4,305,450 △ 4,305,450 △ 4,305,450

当期純利益 4,993,639 4,993,639 4,993,639

当期変動額合計 688,189 688,189 688,189

当期末残高 1,596,975 6,084,499 7,681,475 7,681,475

注）　当社は英領ヴァージン諸島法に基づく法人であります。

項　　目

株主資本

純資産合計
資本金 株主資本合計その他利益剰余金

繰越利益剰余金

項　　目

株主資本

純資産合計
資本金 株主資本合計その他利益剰余金

繰越利益剰余金



【注記事項】

（重要な会計方針）

1. 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産（リース資産を除く）

定額法を採用しております。

なお、主な耐用年数は次のとおりです。

建物　10～15年

器具備品　4～15年　　　

(2) 無形固定資産(リース資産を除く）

自社利用のソフトウェアについては、社内における見込利用可能期間（5年）による

定額法を採用しております。

2. 引当金の計上基準

(1) 賞与引当金

役員及び従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき当事業年度に帰属する額

を計上しております。

(2) 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における自己都合要支給額

を退職給付引当金として計上しております。

(3) 役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支出に備えるため、規程に基づく当事業年度末要支給額

を計上しております。

3. 収益及び費用の計上基準 

当社は、投資運用サービスから委託者報酬、運用受託報酬、投資助言報酬及びその他営業収益を

稼得しております。これらには成功報酬が含まれる場合があります。 

（委託者報酬）

委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき日々の純資産価額に対する一定割合として認識され、

確定した報酬を投資信託によって年４回、年２回もしくは年１回受取ります。当該報酬は

投資信託の運用期間にわたり収益として認識しております。 

（運用受託報酬）

運用受託報酬は、対象顧客との投資一任契約に基づき投資一任業務の履行義務を負っており、

口座の計算期間における日次又は月次の受託資産の時価平均に、契約書に記載された一定の

報酬率（もしくは段階報酬率）を乗じて算出され、確定した報酬を年４回、年２回もしくは

年１回受取ります。当該履行義務は運用期間に渡り日々充足されると判断し、サービス提供期間

に渡り収益として認識しております。



（投資助言報酬）

投資助言報酬は対象顧客との投資助言契約に基づき投資助言業務の履行義務を負っており、 

口座の計算期間における日次又は月次の受託資産の時価平均に、契約書に記載された一定の報酬率

（もしくは段階報酬率）を乗じて算出され、確定した報酬 を年４回、年２回もしくは年１回

受取ります。当該履行義務は運用期間に渡り日々充足されると判断しサービス提供期間に渡り

収益として認識しております。

（その他営業収益）

関係会社からの振替収益は、当社の関係会社との契約で定められた算式に基づき月次で認識され、

月次で受取ります。当該報酬は当社が関係会社にオフショアファンド 関連のサービス等を提供する

期間にわたり収益として認識しております。 

（成功報酬）

成功報酬は対象となるファンドまたは口座の運用益に対する一定割合、もしくは特定のベンチマーク

またはその他のパフォーマンス目標を上回る超過運用益に対する一定割合として認識され、

年１回受取ります。当該報酬は契約上支払われることが確定的となった時点で収益として認識しております。

4. その他財務諸表作成のための基礎となる事項

(1)資本金の円換算

当社は英領ヴァージン諸島法に基づく法人であり、資本金は米国ドル建です。

日本円を報告通貨とするにあたって、資本金は、日本支店への持込み時の為替レート

により円換算しています。なお、すべての事業活動は日本支店のみにて行われています。

(2)外貨建資産及び負債の円換算

外貨建金銭債権債務は、当事業年度末日の直物為替相場により円貨に換算し、

換算差額は損益として計上しております。

（重要な会計上の見積り）

当事業年度の財務諸表の作成に際して行った会計上の見積りが翌事業年度の財務諸表に重要な影響を

及ぼすリスクを識別していないため、注記を省略しております。



（貸借対照表関係）

1． 有形固定資産の減価償却累計額は、次のとおりであります。

前事業年度 当事業年度

2022年12月31日 2023年12月31日

建物 269,465千円 354,570千円

器具備品 254,366千円 284,548千円

2．

前事業年度 当事業年度

2022年12月31日 2023年12月31日

未収収益 1,021,084千円 746,422千円

未払手数料 173,713千円 323,113千円

未払費用 170,300千円 284,614千円

（損益計算書関係）

1．

前事業年度 当事業年度

自    2022年1月1日 自    2023年1月1日

至　2022年12月31日 至　2023年12月31日

その他営業収益 3,571,611千円 3,869,282千円

支払手数料 3,801,102千円 4,672,139千円

管理費 2,282,702千円 2,578,711千円

各科目に含まれている関係会社に対するものは、次のとおりであります。

関係会社に対する資産及び負債は、次のとおりであります。



（株主資本等変動計算書関係）

1. 発行済株式に関する事項

株式の種類

普通株式

前事業年度 当事業年度

自    2022年1月1日 自    2023年1月1日

至　2022年12月31日 至　2023年12月31日

期首株式数 13,000,000 株 13,000,000 株

増加株式数 － －

減少株式数 － －

期末株式数 13,000,000 株 13,000,000 株

2. 配当に関する事項

前事業年度 当事業年度

自  2022年1月1日 自  2023年1月1日

至　2022年12月31日 至　2023年12月31日

 決議

 株式の種類

 配当金の総額

 １株当たり配当額

 基準日

 効力発生日

 決議

 株式の種類

 配当金の総額

 １株当たり配当額

 基準日

 効力発生日

2022年3月24日取締役会

普通株式

1,864,500千円

143円42銭

2022年2月28日

2022年3月24日

2022年5月25日取締役会

普通株式

3,247,250千円

249円79銭

2022年3月31日

2022年5月25日 2023年8月30日

2023年8月30日取締役会

普通株式

2,219,850千円

170円75銭

2023年7月31日

2023年5月24日

2023年5月24日取締役会

普通株式

2,085,600千円

160円43銭

2023年4月30日



（金融商品関係）

1．金融商品の状況に関する事項

（1）金融商品に関する取組方針

当社は、安全性と有利性を重視した運用を自己資金運用の基本方針としています。

（2）金融商品の内容およびそのリスクならびにリスク管理体制

2．金融商品の時価等に関する事項

貸借対照表計上額、時価およびこれらの差額については、次のとおりであります。

前事業年度（2022年12月31日）

当事業年度（2023年12月31日）

金銭債権の決算日後の償還予定額

前事業年度（2022年12月31日）

１年以内 １年超５年以内

(千円) (千円)

(1) 現金・預金 4,264,038 －

(2) 未収委託者報酬 108,310 －

(3) 未収運用受託報酬 4,507,580 －

(4) 未収投資助言報酬 1,700 －

(5) 未収収益 1,022,333 －

(6) 敷金保証金 － 235,300

9,903,961 235,300

当事業年度（2023年12月31日）

１年以内 １年超５年以内

(千円) (千円)

(1) 現金・預金 3,816,220 －

(2) 未収委託者報酬 155,706 －

(3) 未収運用受託報酬 6,072,984 －

(4) 未収投資助言報酬 115 －

(5) 未収収益 747,730 －

(6) 敷金保証金 151,927 241,082

10,944,682 241,082

3．金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

前項にて注記を省略しているため、記載を省略しております。

合計

合計

営業債権である未収委託者報酬、未収運用受託報酬及び未収投資助言報酬は、当社が運用を委託されている信
託財産から回収を行っており、回収のリスクは僅少と判断しております。また、未収収益は、同一の親会社を
持つ会社への債権であり、回収に係るリスクは僅少であると判断しております。

預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、未収投資助言報酬、未収収益、未払金、未払手数料および未払費用は、
短期間で決済されるため、時価が帳簿価格に近似することから、注記を省略しております。

預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、未収投資助言報酬、未収収益、未払金、未払手数料および未払費用は、
短期間で決済されるため、時価が帳簿価格に近似することから、注記を省略しております。



（退職給付関係）

1. 従業員に対する退職給付制度

(1)採用している従業員退職給付制度の概要

(2)退職給付債務に関する事項

前事業年度 当事業年度

2022年12月31日 2023年12月31日

退職給付引当金期首残高 734,578千円 732,855千円

退職給付費用 170,078千円 193,765千円

退職給付の支払額 △ 171,801千円 △ 128,128千円

退職給付引当金期末残高 732,855千円 798,492千円

(3)退職給付費用に関する事項

当事業年度 当事業年度

自    2022年1月1日 自    2023年1月1日

至　2022年12月31日 至　2023年12月31日

簡便法で計算した退職給付費用 170,078千円 193,765千円

　当社は、確定給付型の制度として、退職一時金制度を設けております。小規模企業のため、退職給付
債務に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務とする簡便法を採用しています。



（税効果会計関係）

1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の主な原因別の内訳

(単位：千円）

前事業年度 当事業年度

2022年12月31日 2023年12月31日

繰延税金資産

未払費用否認額 60,366 76,848

賞与引当金否認額 48,120 52,658

未払事業税 72,277 61,021

退職給付引当金否認額 224,400 244,498

役員退職慰労引当金否認額 71,876 98,535

繰延税金資産　　合計 477,041 533,561

2.

前事業年度 当事業年度

2022年12月31日 2023年12月31日

法定実効税率 30.62 30.62

住民税均等割 0.03 0.03

交際費等永久に損金に算入されない項目 4.15 1.61

その他 0.02 0.00

税効果会計適用後の法人税等の負担率 34.82 32.27

法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因
となった主要な項目別の内訳



（関連当事者情報）

1.関連当事者との取引

財務諸表提出会社の親会社及び主要株主（会社等の場合に限る。）

前事業年度（自2022年1月1日　至2022年12月31日）

種類 親会社の親会社

会社名 Pacific Investment Management Company LLC

所在地 アメリカ合衆国　カリフォルニア州

資本金又は出資金 1,295百万米ドル

事業の内容又は職業 投資運用業

議決権等の所有（被所有）の割合 （被所有）間接　100％

関連当事者との関係 調査業務の委託及び受託、役員の兼任

取引内容 取引金額 科目 期末残高

兼業による収益 3,571,611千円 未収収益 1,021,084千円

支払手数料 3,801,102千円 未払手数料 173,713千円

管理費 2,282,702千円 未払費用 170,300千円

1. 関連当事者との取引は、すべて海外との取引であるため、消費税等は発生しておりません。

2. 取引条件及び取引条件の決定方針等

契約により定められた金額を基礎として決定しております。

当事業年度（自2023年1月1日　至2023年12月31日）

種類 親会社の親会社

会社名 Pacific Investment Management Company LLC

所在地 アメリカ合衆国　カリフォルニア州

資本金又は出資金 1,401百万米ドル

事業の内容又は職業 投資運用業

議決権等の所有（被所有）の割合 （被所有）間接　100％

関連当事者との関係 調査業務の委託及び受託、役員の兼任

取引内容 取引金額 科目 期末残高

兼業による収益 3,869,282千円 未収収益 746,422千円

支払手数料 4,672,609千円 未払手数料 323,113千円

管理費 2,578,711千円 未払費用 284,614千円

1. 関連当事者との取引は、すべて海外との取引であるため、消費税等は発生しておりません。

2. 取引条件及び取引条件の決定方針等

契約により定められた金額を基礎として決定しております。

2. 親会社又は重要な関連会社に関する注記

親会社情報

前事業年度（自2022年1月1日　至2022年12月31日）

PIMCO Global Advisors LLC 　(非上場）

当事業年度（自2023年1月1日　至2023年12月31日）

PIMCO Global Advisors LLC 　(非上場）



（収益認識関係）

当社は、（セグメント情報等）に記載の通り、資産運用業の単一のセグメント

であり、営業収益のうち委託者報酬、運用受託報酬、投資助言報酬は、顧客との

契約から生じる収益であります。

1. 収益の分解情報

（セグメント情報等）に記載の通りです。

2. 収益を理解するための基礎となる情報

重要な会計方針「3．収益及び費用の計上基準 」に記載の通りです。

3. 当期及び翌期以降の収益の金額を理解するための情報

重要性が乏しいため、注記を省略しております。

（セグメント情報等）

1. セグメント情報

2. 関連情報

(1) 製品及びサービスごとの情報

外部顧客への売上高

前事業年度 当事業年度

自    2022年1月1日 自    2023年1月1日

至　2022年12月31日 至　2023年12月31日

投資信託 1,158,494千円 1,160,108千円

投資一任 14,842,823千円 15,834,258千円 ※1

投資助言 37,755千円 4,583千円

その他 3,587,988千円 3,884,661千円

合計 19,627,061千円 20,883,611千円

※1  当事業年度　成功報酬　2,242,382千円を含んでおります。

(2) 地域ごとの情報

① 売上高

前事業年度 当事業年度

自    2022年1月1日 自    2023年1月1日

至　2022年12月31日 至　2023年12月31日

日本 16,009,780千円 16,971,339千円

米国 3,571,611千円 3,869,282千円

その他 45,670千円 42,988千円

合計 19,627,061千円 20,883,611千円

②有形固定資産

(3) 主要な顧客ごとの情報

顧客の名称 Pacific Investment Management Company LLC

前事業年度 当事業年度

自    2022年1月1日 自    2023年1月1日

至　2022年12月31日 至　2023年12月31日

営業収益 3,571,611千円 3,869,282千円

当社の報告セグメントは、「資産運用業」という単一セグメントであるため、記載を省略しており
ます。

本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、
地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。



（１株当たり情報）

前事業年度 当事業年度

自    2022年1月1日 自    2023年1月1日

至　2022年12月31日 至　2023年12月31日

１株当たり純資産額 537円95銭 590円88銭

１株当たり当期純利益金額 378円89銭 384円13銭

注2) １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりです。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

前事業年度 当事業年度

自    2022年1月1日 自    2023年1月1日

至　2022年12月31日 至　2023年12月31日

当期純利益金額 4,925,519千円 4,993,639千円

普通株主に帰属しない金額 － －

普通株式に係る純利益金額 4,925,519千円 4,993,639千円

普通株式の期中平均株式数 13,000,000株 13,000,000株

(重要な後発事象）

　該当事項はありません。

注1) 潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載しておりません。　　　　　



【中間財務諸表】

(1)　 【中間貸借対照表】

（単位：千円）

当中間会計期間末
2024年6月30日

資産の部
　流動資産

現金・預金 3,588,674
前払費用 64,407
未収委託者報酬 159,948
未収運用受託報酬 5,175,681
未収投資助言報酬 114
未収収益 390,514
未収還付法人税等 71,877
その他流動資産 231,157
流動資産計 9,682,375

　固定資産

有形固定資産

　　建物 ※1 649,928
　　器具備品 ※1 256,809
有形固定資産計 906,737
無形固定資産

　　電話加入権 688
　　ソフトウェア 7,337
無形固定資産計 8,026
投資その他の資産

　　敷金保証金 392,944
　　預託金 1,600
　　繰延税金資産 533,561
投資その他の資産計 928,105
固定資産計 1,842,870

11,525,245
負債の部

　流動負債

預り金 94,442
未払金 113,002
未払手数料 335,397
未払費用 549,659
未払法人税等 1,016,754
未払消費税等 ※2 225,892
賞与引当金 607,113
その他流動負債 128,400
流動負債計 3,070,663

　固定負債

退職給付引当金 889,943
役員退職慰労引当金 361,100
固定負債計 1,251,044

4,321,707
純資産の部

　株主資本

資本金 1,596,975
利益剰余金  
　その他利益剰余金  
　　繰越利益剰余金 5,606,562
利益剰余金計 5,606,562
株主資本計 7,203,538

純資産合計 7,203,538
11,525,245

資産合計

負債合計

負債・純資産合計



(2)　【中間損益計算書】
（単位：千円）

当中間会計期間

自 2024年 1 月 1日

至 2024年 6 月30日

営業収益

委託者報酬 722,200
運用受託報酬 8,257,908
投資助言報酬 112
その他営業収益 1,783,981
営業収益計 10,764,203

営業費用

支払手数料 3,029,305
管理費 1,883,310
広告宣伝費 67,527
調査費 59,182
営業雑経費

　　通信費 18,196
　　協会費 10,372
　　諸会費 462
営業費用計 5,068,356

一般管理費

給料

　　役員報酬 764,090
　　給料・手当 643,781
　　賞与 300
　　賞与引当金繰入額 740,215
　　その他給料 42,043
法定福利費 61,809
福利厚生費 9,494
交際費 11,050
旅費交通費 39,811
租税公課 72,692
不動産賃借料 221,672
退職給付費用 67,757
役員退職慰労引当金繰入 65,004
固定資産減価償却費 58,598
消耗品費 6,601
支払報酬 44,234
採用費 46,460
諸経費 158,651
一般管理費計 3,054,271

2,641,575
営業外収益

受取利息 9,509
為替差益 120,254
雑収入 2,336
営業外収益計 132,100

2,773,675
税引前中間純利益 2,773,675
法人税、住民税及び事業税 ※1 899,613

1,874,062

営業利益

経常利益

中間純利益



(3)【中間株主資本等変動計算書】

当中間会計期間 (自 2024年1月1日　至 2024年6月30日)
(単位:千円)

利益剰余金

当期首残高 1,596,975 6,084,499 7,681,475 7,681,475

当中間期変動額

剰余金の配当 △ 2,352,000 △ 2,352,000 △ 2,352,000

中間純利益 1,874,062 1,874,062 1,874,062

当中間期変動額合計 △ 477,937 △ 477,937 △ 477,937

当中間期末残高 1,596,975 5,606,562 7,203,538 7,203,538

（注）　当社は英領ヴァージン諸島法に基づく法人であります。

項　　目

株主資本

純資産合計
資本金 株主資本合計その他利益剰余金

繰越利益剰余金



【注記事項】

【重要な会計方針】

1. 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産（リース資産を除く）

定額法を採用しております。

なお、主な耐用年数は次のとおりです。

建物　10～15年

器具備品　4～15年　　　

(2) 無形固定資産(リース資産を除く）

自社利用のソフトウェアについては、社内における見込み利用可能期間（5年）による

定額法を採用しております。

2. 引当金の計上基準

(1) 賞与引当金

役員及び従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき当中間会計期間に帰属する額

を計上しております。

(2) 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当中間会計期間末における自己都合要支給額

を退職給付引当金として計上しております。

(3) 役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支出に備えるため、規程に基づく当中間会計期間末要支給額

を計上しております。

3. 収益及び費用の計上基準 

当社は、投資運用サービスから委託者報酬、運用受託 報酬、投資助言報酬及びその他営業収益を

稼得しております。これらには成功報酬が含まれる場合があります。 

（委託者報酬 ）

委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき日々の純資産価額に対する一定割合として認識され、

確定した報酬を投資信託によって年４回、年２回もしくは年１回受取ります。当該報酬は

投資信託の運用期間にわたり収益として認識しております。 

（運用受託報酬）

運用受託報酬は、対象顧客との投資一任契約に基づき投資一任業務の履行義務 を負っており、

口座の計算期間における日次又は月次の受託資産の時価平均に、契約書に記載された一定の

報酬率（もしくは段階報酬率）を乗じて算出され、確定した報酬 を年４回、年２回もしくは

年１回受取ります。当該履行義務は運用期間に渡り日々充足されると判断し、サービ ス提供期間

に渡り収益として認識しております。

（投資助言報酬）

投資助言報酬は対象顧客との投資助言契約に基づき投資助言業務の履行義務を負っており、 



口座の計算期間における日次又は月次の受託資産の時価平均に、契約書に記載された一定の報酬率

（もしくは段階報酬率）を乗じて算出され、確定した報酬 を年４回、年２回もしくは年１回

受取ります。当該履行義務は運用期間に渡り日々充足されると判断しサービス提供期間に渡り

収益として認識しております。

（その他営業収益）

関係会社からの振替収益は、当社の関係会社との契約で定められた算式に基づき月次で認識され、

月次で受取ります。当該報酬は当社が関係会社にオフショアファンド 関連のサービス等を提供する

期間にわたり収益として認識しております。 

（成功報酬）

成功報酬は対象となるファンドまたは口座の運用益に対する一定割合、もしくは特定のベンチマーク

またはその他のパフォーマンス目標を上回る超過運用益に対する一定割合として認識され、年１回

受取ります。当該報酬は契約上支払われることが確定的となった時点で収益として認識しております。

4. その他中間財務諸表作成のための重要な事項

(1)資本金の円換算

当社は英領ヴァージン諸島法に基づく法人であり、資本金は米国ドル建です。

日本円を報告通貨とするにあたって、資本金は、日本支店への持込み時の為替レート

により円換算しています。なお、すべての事業活動は日本支店のみにて行われています。

(2)外貨建資産及び負債の円換算

外貨建金銭債権債務は、当中間会計期間末日の直物為替相場により円貨に換算し、

換算差額は損益として計上しております。



（中間貸借対照表関係）

※1 有形固定資産の減価償却累計額は、次のとおりであります。

当中間会計期間末

2024年6月30日

建物 388,384千円

器具備品 308,115千円

※2

（中間損益計算書関係）

※1 法人税、住民税及び事業税

当中間会計期間における税金費用については、簡便法により計
算しているため、法人税等調整額は、「法人税、住民税及び事
業税」に含めております。

消費税等の取扱い

仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ未払消費税等とし
て表示しております。



（中間株主資本等変動計算書関係）

1. 発行済株式に関する事項

株式の種類

普通株式

当中間会計期間

自  2024年1月 1日

至　2024年6月30日

当事業年度期首株式数 13,000,000 株

増加株式数 -

減少株式数 -

当中間会計期間末株式数 13,000,000 株

2. 自己株式に関する事項

　　　該当事項はありません。

3. 新株予約権等に関する事項

　　　該当事項はありません。

4. 配当に関する事項

 決議

 株式の種類

 配当金の総額

 １株当たり配当額

 基準日

 効力発生日 2024年5月24日

2024年5月24日取締役会

普通株式

2,352,000千円

180円92銭

2024年4月30日



（金融商品関係）

1．金融商品の時価等に関する事項

現金・預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、未収投資助言報酬、未収収益、未払金、未払手数料および未払費用は、

短期間で決済されるため、時価が帳簿価格に近似することから、注記を省略しております。

2．金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

前項にて注記を省略しているため、記載を省略しております。



（収益認識関係）

当社は、（セグメント情報等）に記載の通り、資産運用業の単一のセグメント

であり、営業収益のうち委託者報酬、運用受託報酬、投資助言報酬は、顧客との

契約から生じる収益であります。

1. 収益の分解情報

（セグメント情報等）に記載の通りです。

2. 収益を理解するための基礎となる情報

重要な会計方針「3．収益及び費用の計上基準 」に記載の通りです。

3. 当期及び翌期以降の収益の金額を理解するための情報

重要性が乏しいため、注記を省略しております。

（セグメント情報等）

1. セグメント情報

2. 関連情報

(1) 製品及びサービスごとの情報

外部顧客への売上高

当中間会計期間

自  2024年1月 1日

至　2024年6月30日

投資信託 722,200千円

投資一任　※1 8,257,908千円

投資助言 112千円

その他 1,783,981千円

合計 10,764,203千円

※1　成功報酬　1,084,807千円を含んでおります。

当社の報告セグメントは、「資産運用業」という単一セグメント
であるため、記載を省略しております。



(2) 地域ごとの情報

① 売上高

当中間会計期間

自  2024年1月 1日

至　2024年6月30日

日本 8,965,471千円

米国 1,775,836千円

その他 22,896千円

合計 10,764,203千円

②有形固定資産

(3) 主要な顧客ごとの情報

顧客の名称 Pacific Investment Management Company LLC

当中間会計期間

自  2024年1月 1日

至　2024年6月30日

営業収益 1,775,836千円

合計 1,775,836千円

本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形
固定資産の金額の90％を超えるため、地域ごとの有形固定資産の
記載を省略しております。



（1株当たり情報）

当中間会計期間

自  2024年1月 1日

至　2024年6月30日

1株当たり純資産額 544円12銭

1株当たり中間純利益金額 144円16銭

記載しておりません。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

注2) 1株当たり中間純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりです。

当中間会計期間

自  2024年1月 1日

至　2024年6月30日

中間純利益金額 1,874,062千円

普通株主に帰属しない金額 - 

普通株式に係る中間純利益金額 1,874,062千円

普通株式の期中平均株式数 13,000,000株

( 重要な後発事象 )

　該当事項はありません。

注1) 潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため、



 

独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書 

2024年3月22日 

 

ピムコジャパンリミテッド 

日本における代表者  ベンジャミン・ファーガソン殿 

 

 

PwC Japan有限責任監査法人  

東京事務所 

 指定有限責任社員 
業務執行社員 

 公認会計士  奈 良  将 太 朗  

 

 

 

監査意見 

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明に準じてピムコジャパンリミテッドの

2023年1月1日から2023年12月31日までの第28期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資

本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。 

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、ピ

ムコジャパンリミテッドの2023年12月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全て

の重要な点において適正に表示しているものと認める。 

監査意見の根拠 

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準に

おける当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国に

おける職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果

たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。 

その他の記載内容 

その他の記載内容は、監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以

外の情報である。 

当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対するいかなる作業も実施

していない。 

財務諸表に対する経営者の責任 

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正

に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するた

めに経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。 

財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどう

かを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示

する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。 

財務諸表監査における監査人の責任 

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表

示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明

することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利

用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。 

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門

家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。 

・  不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査

手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分

かつ適切な監査証拠を入手する。 

・  財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評

価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。 

・  経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理

性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。 

・  経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基

づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかど



 

うか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の

注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸

表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監

査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。 

・  財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠している

かどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取

引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。 

監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な

不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。 

利害関係 

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以  上 

 

（注） 上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。 

 

 



  

独 立 監 査 人 の 中 間 監 査 報 告 書 

2024 年 9 月 11 日 

 

ピムコジャパンリミテッド 

日本における代表者  ベンジャミン・ファーガソン   殿 

 

PwC Japan有限責任監査法人 

東京事務所 

 指定有限責任社員 
業務執行社員 

 公認会計士  奈 良  将 太 朗 

 

 

 

中間監査意見 

当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の 2 第 1 項の規定に基づく監査証明に準じてピムコジャパンリミテッド

の 2024 年 1 月 1 日から 2024 年 12 月 31 日までの第 29 期事業年度の中間会計期間（2024 年 1 月 1 日から 2024 年 6

月 30 日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重

要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。 

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に

準拠して、ピムコジャパンリミテッドの 2024 年 6 月 30 日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間

（2024 年 1 月 1 日から 2024年 6 月 30 日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

中間監査意見の根拠 

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間

監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査

法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の

倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手し

たと判断している。 

中間財務諸表に対する経営者の責任 

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表

を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を

作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。 

中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適切であ

るかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に

関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。 

中間財務諸表監査における監査人の責任 

監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して

投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書において独立

の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性が

あり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重

要性があると判断される。 

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じて、職

業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。 

・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク

に対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、中

間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて

監査手続の一部が省略され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの

評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。 

・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リス

ク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報

の表示に関連する内部統制を検討する。 

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連

する注記事項の妥当性を評価する。 

・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠

に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められる

かどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中



  

間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でな

い場合は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査

報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続でき

なくなる可能性がある。 

・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に

準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、並びに中間財

務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価する。 

監査人は、経営者に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別した内部統制

の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその他の事項について報

告を行う。 

利害関係 

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以  上 

 

 

（注） 上記の中間監査報告書の原本は当社が別途保管しております。 

  

 



公開日   2024年 10月31日 

作成基準日  2024年 9月11日 

 

本店所在地      英領ヴァージン諸島、トートラ、ロードタウン、 

ピー・オー・ボックス 800、フォリオ・チェンバーズ 

東京支店所在地    東京都港区虎ノ門二丁目 6番 1号 

虎ノ門ヒルズステーションタワー 

お問い合わせ先    法務・コンプライアンス部 
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